
【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

療養病床の転換に係る特別償却制度 

2 要望の内容 療養病床の転換を支援するため、療養病床の転換に係る特別償却制
度（※１）の適用期限を、介護療養病床の廃止期限（※２）を踏まえ
延長を要望する。 

 
※１ 療養病床を老人保健施設等に転換するための改修等を行った

場合に、当該年度の法人税について、基準取得価格（取得価額の
５０％）の１５％の特別償却を行うことができる制度。  

 
※２ 介護療養病床の廃止については、平成２４年３月３１日を期限

としていたが施設の転換意向や患者の状態像の調査結果を踏まえ、
今後の方針を決定することとしている。 

3 担当部局 老人保健課 

4 評価実施時期 ― 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 19 年度税制改正要望により創設。（２年間） 

平成 21 年度税制改正要望により延長。（２年間） 

6 適用又は延長期間 介護療養病床の廃止期限（※）を踏まえ延長を要望する。 
 
※ 介護療養病床の廃止については、施設の転換意向や患者の状態像

の調査結果を踏まえ、今後の方針を決定することとしている 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

療養病床の再編成においては、医療の必要性の低い患者の受け皿と
して療養病床を老人保健施設等に転換することとしており、当該転換
に係る特別償却制度を延長することにより、円滑な転換を図る。 

 

《政策目的の根拠》 

基本目標Ⅸ  

高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる

社会づくりを推進すること 

施策大目標３  
高齢者の健康づくり、生きがいづくりを推進するとともに、介護

保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支
援を図ること 

施策中目標２ 
  介護保険制度の適切な運営を図るとともに、質・量両面にわたり

介護サービス基盤の整備を図ること 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

基本目標Ⅸ  

高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる

社会づくりを推進すること 

施策目標３  
高齢者の健康づくり、生きがいづくりを推進するとともに、介護

保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支
援を図ること 

３－２ 
  介護保険制度の適切な運営を図るとともに、質・量両面にわたり

介護サービス基盤の整備を図ること 

（別添） 



③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

 
療養病床の老人保健施設等への円滑な転換を推進すること。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 

療養病床の老人保健施設等への円滑な転換を推進すること。 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

療養病床の転換について特別償却制度が適用された場合、転換に要し

た費用に応じて負担の軽減が効果的に発揮されるため、介護施設等へ

転換するインセンティブとなる。 

8 有効性

等 

① 適用数等 ７施設 ３７２床 

② 減収額 １４百万円 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》 

 

１６２施設 ６２７７（床） 平成２２年６月１５日現在 
上記の数の医療機関・療養病床が介護施設等へ転換した。 

 

                            （７月３０日 介護保険部会資料） 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》 

２２．６百万円 

平成２１年度 １１．２百万円 

平成２２年度 １１，４百万円 

 

※ 療養病床の再編成に当たっては様々な意見があることから、そ

の推進に当たっては支援を充実させることが必要であり、当該制

度や予算措置によって少しずつ進んできたところ。しかしながら、

多くの介護療養病床においては、期限直前での転換を検討してい

たことなどにより、現時点では転換が進んでいない状況である。

したがって、仮に、廃止期限を延長した場合、その期間に併せて

円滑な転換を推進するため当該制度を存置する必要がある。 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》 

 

平成２３年４月以降に転換を考えていた施設が老人保健施設等へ転
換しなくなる可能性がある。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

介護療養病床の老人保健施設等への転換は、いわゆる社会的入院を解消し 

① 高齢者の状態に即した適切なサービスの提供 

② 医療保険や介護保険の財源の効率的な活用 

③ 医師、看護師など限られた人材の効率的な活用 

を目的として進めているものであり、税収減に足る効果が認められる。 



9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

療養病床の再編成に当たっては様々な意見があることから、その推

進に当たっては支援を充実させることが必要であり、当該制度や予

算措置によって少しずつ進んできたところ。しかしながら、多くの

介護療養病床においては、期限直前での転換を検討していたことや、

国会での発言などにより、転換が進んでいない状況である。したが

って、仮に、廃止期限を延長した場合、その期間に併せて円滑な転

換を推進するため当該制度を存置する必要がある。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 

下記事業と併せて当該特別償却制度を利用することで、より円滑な転
換を推進する。 
 
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 
病床転換助成事業 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 

― 

10 有識者の見解  

 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

 

 


